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「
星
野
順
榮
の
壽
藏
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

浦
和
一
○

星
野
講
師
壽
碑

山
科
祐
玉

大
槻
修

大
内
退

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

田
鶴
年

一
八
九
三
・
明
治
二
六

南
区
太
田
窪

行
弘
寺

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
行
弘
寺
の
住
職
で
、
長
く
寺
子
屋
を
開
い
て
い
た
順
栄
法
師
の
寿
蔵
碑
で
あ
る
。

題
辞
は
、
古
文
に
近
い
古
風
の
篆
書
体
。
碑
記
は
隷
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

○
写
真
１

石
碑
正
面
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○
写
真
２

篆
額

○
写
真
３

「
碑
記
」
部
分

二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

（
正
面
）

◎
題
辞
（
篆
書
体
）

星
野

講
師

壽
碑
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◎
碑
記
（
隷
書
体
）

星

講
師
壽
碑

天
台
宗
寺
門
派
長
吏
大
僧
正
山
科
祐
玉
篆
額

近
古
之
俗
郷
塾
稱
寺
屋
學
童
曰
寺
子
盖
自
武
門
執
政
文
事
擧
歸
僧
侶
故
欲
讀
習
者
必
就

佛
寺
沿
習
之
久
終
有
此
稱
武
州
足
立
郡
太
田
窪
村
行
弘
寺
主
順
榮
夲
以
天
保
戊
戌
設
寺

塾
四
近
童
稚
追
隨
来
學
以
至
學
制
頒
行
師
教
之
育
之
諄
々
不
倦
者
三
十
五
益
可
謂
勤
矣

師
芸
圓
齋
星
野
氏
爲
同
郡
中
尾
郷
呷
音
院
順
長
鎌
印
第
二
子
両
寺
倶
係
本
山
派
修
驗
者

所
謂
火
宅
僧
也
師
年
十
二
薙
染
得
度
尋
受
圓
密
諸
尊
法
先
是
本
寺
第
十
八
㔺
泰
淵
僧
都

示
寂
不
傳
衣
鉢
者

年
丁
酉
師
入
承
其
後
己
亥
陪
聖
護
院
雄
仁
法
親
王
入
大
和
大
峰
即

修
驗
道
練
行
也
因
補
權
大
僧
都
授
法
印
位
夫
修
驗
之
爲
道
立
本
地
垂
跡
之
説
混
同
神
佛

謂
之
両
部
明
治
中
興
朝

痛
排
浮
屠
氏
同
門
之
徒
倉
皇
多
去
佛
廴
神
其
能
守
道
不
變
者

本
郡
中
只
師
一
人
耳
丁
丑
天
台
宗
管
長
特
命
管
理
埼
玉
茨
城
両
縣
下
門
徒
己
卯
師
更
補

少
講
義
癸
未
進
權
中
講
義
丙
戌
轉
中
講
師
今
茲
癸
巳
師
年
七
十
有
四
身
尚
任
教
化
可
謂

壮
矣
配
星
野
氏
虻
順
泰
亦
既
爲
中
講
夲
余
簀
謂
教
育
之
爲
言
在
且
教
且
育
其
於
兒
童
則
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須
先
育
後
教
而
方
今
小

之
制
或
不
能
桒
失
啻
于
教
之
弊
抑
文
學
開
導
知
識
道
學

育

德
行
兩
者
相
待
不
可
偏
重
者
也
嗚
乎
武
門

百
年
小
學
多
頼
夫
寺
子
屋
者
則
教
育
之
實

不
可
不
廴
之
佛
河
之
力
也
頃
宝
群
弟
子
相
謀
欲
爲
師
建
壽
碑
以
酬
其
息
来
求
余
文
余
亦

與
師
相
識
夲
善
飲
譱
談
真
率
有
古
人
之
風
其
多
益
従
事
斯
文
而
終
始
不
變
其
操
行
者
亦

自
有
由
焉
銘
曰

教
化
不
怠

練
行
不
怠

持
之
者
何

修
證
驗
德

明
治
二
十
六
年
三
月

如
電
居
士
大
槻
修

撰

青
䜌
居
士
大
内
退

書
田
鶴
年

刻

（
背
面
）

も
ろ
人
の
あ
つ
き
こ
こ
ろ
の
い
し
ふ
み
は
幾
世
ふ
る
と
も
く
ち
さ
ら
め
や
は

七
十
四
翁

星
野
順
榮
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●
異
体
字
な
ど

○

野
。

○
盖

蓋
。

○
夲

師
。

○
益

季
。

○
芸

號
。

○
呷

明
。

○
鎌

法
。

○
㔺

世
。

○

數
。

○
廴

歸
。

○
虻

男
。

○
簀

嘗
。

○

學
。

○
啻

重
。

○

涵
。

○
河

道
。

○
宝

日
。

○
譱

善
。

○
息

擧
。

■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

星
野
講
師
壽
碑
。

天
台
宗
寺
門
派
長
吏
大
僧
正
山
科
祐
玉
篆
額
。

近
古
之
俗
、
郷
塾
稱
寺
屋
、
學
童
曰
寺
子
。

自
武
門
執
政
、
文
事
擧
歸
僧
侶
。

故
欲
讀
習
者
、
必
就
佛
寺
。

沿
習
之
久
、
終
有
此
稱
。

武
州
足
立
郡
太
田
窪
村
行
弘
寺
主
順
榮
師
、
以
天
保
戊
戌
、
設
寺
塾
。

四
近
童
稚
、
追
隨
來
學
。

以
至
學
制
頒
行
、
師
教
之
育
之
、
諄
々
不
倦
者
、
三
十
五
季
。
可
謂
勤
矣
。

師
號
圓
齋
、
星
野
氏
。

爲
同
郡
中
尾
郷
明
音
院
順
長
法
印
第
二
子
。

兩
寺
倶
係
本
山
派
修
驗
者
、
所
謂
火
宅
僧
也
。

師
年
十
二
、
薙
染
得
度
。
尋
受
圓
密
諸
尊
法
。

先
是
、
本
寺
第
十
八
世
泰
淵
僧
都
示
寂
、
不
傳
衣
鉢
者
、
數
年
。

丁
酉
、
師
入
、
承
其
後
。

己
亥
、
陪
聖
護
院
雄
仁
法
親
王
、
入
大
和
大
峰
。

即
修
驗
道
練
行
也
。

因
補
權
大
僧
都
、
授
法
印
位
。

夫
修
驗
之
爲
道
、
立
本
地
垂
跡
之
説
、
混
同
神
佛
、
謂
之
兩
部
。

明
治
中
興
、
朝
野
痛
排
浮
屠
氏
。

同
門
之
徒
、
倉
皇
多
去
佛
歸
神
。

其
能
守
道
不
變
者
、
本
郡
中
只
師
一
人
耳
。

丁
丑
、
天
台
宗
管
長
、
特
命
管
理
埼
玉
茨
城
兩
縣
下
門
徒
。

己
卯
、
師
更
補
少
講
義
。

癸
未
、
進
權
中
講
義
。

丙
戌
、
轉
中
講
師
。

今
茲
癸
巳
、
師
年
七
十
有
四
、
身
尚
任
教
化
。
可
謂
壮
矣
。

配
星
野
氏
男
順
泰
。

亦
既
爲
中
講
師
。

余
嘗
謂
、
教
育
之
爲
言
、
在
且
教
且
育
。

其
於
兒
童
、
則
須
先
育
後
教
。

而
方
今
、
小
學
之
制
、
或
不
能
桒
失
重
于
教
之
弊
。

抑
文
學
、
開
導
知
識
、
道
學
、
涵
育
德
行
、
兩
者
相
待
、
不
可
偏
重
者
也
。
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嗚
乎
、
武
門
數
百
年
、
小
學
多
頼
夫
寺
子
屋
者
、
則
教
育
之
實
不
可
不
歸
之
佛
道
之
力
也
。

頃
日
、
群
弟
子
相
謀
、
欲
爲
師
建
壽
碑
、
以
酬
。

其
息
來
、
求
余
文
。

余
亦
與
師
相
識
。

師
善
飲
善
談
、
真
率
、
有
古
人
之
風
。

其
多
季
從
事
斯
文
、
而
終
始
不
變
其
操
行
者
、
亦
自
有
由
焉
。

銘
曰教

化
不
怠

練
行
不
怠

持
之
者
何

修
證
驗
德

明
治
二
十
六
年
三
月

如
電
居
士
大
槻
修

撰

青
䜌
居
士
大
内
退

書

田
鶴
年

刻

●
訓
訳

◎
碑
記

星
野
講
師
壽
碑
。

天
台
宗
寺
門
派
長
吏
大
僧
正
山
科
祐
玉
篆
額
。

近
古
の
俗
、
郷
塾
を
寺
屋
と
稱
し
、
學
童
を
寺
子
と
曰
ふ
。

武
門
の
政
を
執
り
て
よ
り
、
文
事
は
擧
げ
て
僧
侶
に
歸
す
。

故
に
讀
習
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ず
佛
寺
に
就
く
。

沿
習
の
久
し
き
に
、
終
に
此
の
稱
有
り
。

武
州
足
立
郡
太
田
窪
村
行
弘
寺
の
主
順
榮
師
、
天
保
戊
戌
を
以
て
、
寺
塾
を
設
く
。

四
近
の
童
稚
、
追
隨
し
て
來
學
す
。

以
て
學
制
の
頒
行
せ
ら
る
る
に
至
る
ま
で
、
師
之
を
教
へ
之
を
育
く
み
、
諄
々
と
し
て
倦
ま
ざ
る
こ
と
、

三
十
五
季
な
り
。
勤
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。

師
、
號
は
圓
齋
、
星
野
氏
。

同
郡
中
尾
郷
明
音
院
順
長
法
印
の
第
二
子
た
り
。

兩
寺
倶
に
本
山
派
の
修
驗
に
係
る
者
に
し
て
、
所
謂
る
「
火
宅
僧
」
な
り
。

師
年
十
二
に
し
て
、
薙
染
得
度
す
。

ち
ぜ
ん

尋
い
で
圓
密
の
諸
尊
法
を
受
く
。

是
よ
り
先
、
本
寺
第
十
八
世
泰
淵
僧
都
示
寂
し
、
衣
鉢
を
傳
へ
ざ
る
こ
と
、
數
年
な
り
。

え
は
つ

丁
酉
、
師
入
り
て
、
其
の
後
を
承
く
。

己
亥
、
聖
護
院
雄
仁
法
親
王
に
陪
し
て
、
大
和
大
峰
に
入
る
。

即
ち
修
驗
道
の
練

行
な
り
。

れ
ん
ぎ
よ
う

因
り
て
權
大
僧
都
に
補
せ
ら
れ
、
法
印
の
位
を
授
け
ら
る
。

夫
れ
修
驗
の
道
た
る
、
本
地
垂
跡
の
説
を
立
て
、
神
佛
を
混
同
し
、
之
を
兩
部
と
謂
ふ
。

明
治
中
興
、
朝
野
浮
屠
氏
を
痛
排
す
。

同
門
の
徒
、
倉
皇
と
し
て
多
く
は
佛
を
去
り
て
神
に
歸
す
。

其
の
能
く
道
を
守
り
て
變
ぜ
ざ
る
者
は
、
本
郡
中
に
は
只
だ
師
一
人
の
み
。

丁
丑
、
天
台
宗
管
長
、
特
に
命
じ
て
埼
玉
茨
城
兩
縣
下
の
門
徒
を
管
理
せ
し
む
。
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己
卯
、
師
更
に
少
講
義
に
補
せ
ら
る
。

癸
未
、
權
中
講
義
に
進
む
。

丙
戌
、
中
講
師
に
轉
ず
。

今
茲
に
癸
巳
、
師
年
七
十
有
四
、
身
尚
ほ
教
化
に
任
ず
。

こ
こ

壮
と
謂
ふ
べ
し
。

配
星
野
氏
の
男
順
泰
も
、
亦
た
既
に
中
講
師
た
り
。

余
嘗
て
謂
ふ
、
教
育
の
言
た
る
、
且
つ
教
へ
且
つ
育
く
む
に
在
り
。

其
の
兒
童
に
お
け
る
や
、
則
ち
須
ら
く
育
く
む
を
先
に
し
て
教
ふ
る
を
後
に
す
べ
し
。

而
る
に
方
今
の
小
學
の
制
は
、
或
ひ
は
教
ふ
る
を
重
ん
ず
る
の
弊
を
桒
失
す
る
能
わ
ず
。

抑
々
文
學
は
知
識
を
開
導
し
、
道
學
は
德
行
を
涵
育
す
、
兩
者
相
待
つ
に
し
て
偏
重
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な

り
。

嗚
乎
、
武
門
數
百
年
、
小
學
は
多
く
夫
の
寺
子
屋
に
頼
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
教
育
の
實
は
之
を
佛
道
の
力

に
歸
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

頃

日
、
群
弟
子
相
ひ
謀
り
、
師
の
た
め
に
壽
碑
を
建
て
、
以
て
酬
ひ
ん
と
欲
す
。

こ
の
ご
ろ

其
の
息
來
り
て
、
余
に
文
を
求
む
。

余
も
亦
た
師
と
相
ひ
識
る
。

師
は
善
く
飲
み
善
く
談
じ
、
真
率
に
し
て
、
古
人
の
風
有
り
。

其
の
多
季
斯
文
に
從
事
し
て
、
而
し
て
終
始
其
の
操
行
を
變
ぜ
ざ
る
は
、
亦
た
自
ら
由
し
有
る
な
り
。

銘
に
曰
く

教
化
怠
た
ら
ず

練
行
怠
た
ら
ず

之
を
持
す
る
は
何
ぞ

修
證
驗

德
な
り

げ
ん
と
く

明
治
二
十
六
年
三
月

如
電
居
士
大
槻
修
、
撰
す

青
䜌
居
士
大
内
退
、
書
す

田
鶴
年
、
刻
す

●
人
物

○
山
科
祐
玉

園
城
寺
第
百
五
十
五
代
長
吏
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
天
台
一
宗
管
長
、
同
七
（
一

八
七
四
）
年
に
寺
門
一
派
管
長
、
同
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
園
城
寺
住
職
、
同
一
七
（
一
八
八
四
）
年

に
寺
門
派
長
吏
と
な
る
。

○
聖
護
院
雄
仁
法
親
王

文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
。
天
保
三
（
一
八
三

二
）
年
に
、
親
王
宣
下
を
受
け
嘉
言
親
王
と
な
り
、
同
年
、
聖
護
院
に
入
寺
し
得
度
。
雄
仁
親
王
と
な
る
。

○
大
槻
修

弘
化
二
（
一
八
四
五
）
か
ら
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
。
江
戸
生
ま
れ
。
諱
淸
修
、
字
念
卿
、

通
称
修
二
郞
、
修
等
。
別
号
、
如
電
居
士
等
。
仙
台
藩
儒
大
槻
磐
溪
の
次
男
。
国
語
学
者
大
槻
文
彦
の
兄
。

家
学
を
父
に
受
け
、
藩
校
養
賢
堂
に
学
ぶ
。
維
新
後
は
海
軍
兵
学
の
教
官
や
文
部
省
に
出
仕
し
た
が
、
明

治
七
年
辞
官
。
家
督
を
弟
文
彦
に
譲
り
、
爾
来
在
野
で
活
動
。

○
大
内

退

弘
化
二
（
一
八
四
五
）
か
ら
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
。
仙
台
生
ま
れ
。
字
は
巻
之
。
号

ま
か
る

は
、
青
巒
等
。
曹
洞
宗
で
出
家
し
た
が
、
明
治
維
新
後
は
、
西
本
願
寺
宗
主
の
侍
講
を
つ
と
め
る
な
ど
、

幅
広
く
仏
教
の
研
究
や
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
た
。
愛
国
結
社
や
「
尊
皇
奉
仏
大
同
団
」
を
結
成
す
る
な
ど
、

政
治
的
な
活
動
も
行
っ
た
。
晩
年
は
東
洋
大
学
の
学
長
も
つ
と
め
た
。
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○
田
鶴
年

明
治
期
の
碑
銘
字
彫
師
。
い
く
つ
か
の
作
品
や
目
録
類
に
そ
の
名
が
見
え
る
が
、
ま
と
ま
っ

た
記
録
は
未
見
。

●
注

○
壽
碑

寿
蔵
碑
と
も
。
死
後
で
は
な
く
、
当
該
者
の
生
前
に
そ
の
事
跡
や
評
価
を
称
え
る
た
め
に
立
て

る
石
碑
。

○
天
台
宗
寺
門
派

寺
門
宗
と
も
。
延
暦
寺
の
最
澄
の
高
弟
で
あ
る
円
仁
が
延
暦
寺
を
継
ぎ
山
門
派
と
な

り
、
円
珍
が
山
を
下
っ
て
近
江
の
三
井
園
城
寺
を
拠
点
と
す
る
寺
門
派
と
な
っ
た
。

○
長
吏

長
官
。
日
本
で
は
僧
職
名
称
と
し
て
用
い
、
座
主
の
別
称
。
三
井
園
城
寺
な
ど
の
首
長
の
呼
称
。

○
大
僧
正

僧
綱
の
最
高
の
官
位
で
あ
る
僧
正
を
三
つ
に
分
け
る
う
ち
の
最
上
位
の
官
職
。

○
近
古

比
較
的
近
い
昔
。

○
郷
塾

地
方
の
学
校
。

○
沿
習

踏
襲
す
る
。
習
わ
し
、
習
慣
と
な
る
。

○
天
保
戊
戌

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
。
順
栄
、
十
九
歳
。

○
童
稚

子
ど
も
、
幼
い
も
の
。

○
追
隨

あ
と
に
つ
き
従
う
。

○
學
制

日
本
最
初
の
近
代
的
教
育
制
度
を
定
め
た
教
育
法
令
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
太
政
官
よ

り
発
布
さ
れ
た
。
小
学
校
の
開
設
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

○
諄
々

丁
寧
に
教
え
る
さ
ま

○
三
十
五
季
年

順
栄
が
寺
子
屋
を
開
い
た
天
保
九
年
か
ら
、
小
学
校
が
開
設
さ
れ
る
明
治
六
年
ま
で
三

十
五
年
間
で
あ
る
。

○
中
尾
郷

「
武
蔵
風
土
記
稿
」
で
は
、
足
立
郡
木
崎
領
中
尾
村
。

○
明
音
院

足
立
百
不
動
尊
の
二
番
。
明
治
四
年
に
廃
寺
。「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
に
は
、「
中
尾
村
。

玉
林
院
、
本
山
修
験
、
聖
護
院
末
、
中
尾
山
と
號
す
。
西
林
院
、
當
院
の
塔
頭
な
り
、
大
聖
山
と
號
す
。

明
音
院
、
こ
れ
も
塔
頭
な
り
、
正
本
山
と
號
す
」
と
あ
る
。

○
本
山
派
修
驗

平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
存
在
し
た
天
台
宗
系
の
修
験
道
の
一
派
。
熊
野
三

山
を
拠
点
と
し
、
聖
護
院
を
本
寺
と
し
た
。

○
火
宅
僧

妻
帯
す
る
僧
侶
。

○
師
年
十
二

天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
。

○
薙
染

髪
を
剃
り
墨
染
め
の
衣
を
ま
と
う
、
出
家
す
る
こ
と
。

○
得
度

仏
門
に
入
る
こ
と
。

○
圓
密

天
台
円
教
と
真
言
密
教
。
円
教
は
、
天
台
宗
で
説
く
教
え
の
第
四
。
こ
こ
で
は
天
台
の
教
え
と

真
言
の
密
教
の
全
て
を
受
け
た
こ
と
を
い
う
か
。

○
尊
法

最
高
の
教
え
。

○
衣
鉢

修
行
者
が
持
ち
歩
く
道
具
一
切
。
転
じ
て
、
教
法
、
奥
義
の
意
。
師
匠
が
弟
子
に
奥
義
を
伝
え

て
後
継
者
と
す
る
こ
と
を
「
衣
鉢
を
伝
え
る
」
と
い
う
。

○
丁
酉

天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
。
順
栄
、
十
八
歳
。

○
己
亥

天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
。
順
栄
、
二
十
歳
。

○
大
和
大
峰

大
峰
山
は
、
役
小
角
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
伝
説
を
持
つ
修
験
道
の
聖
地
。
熊
野
か

ら
吉
野
へ
大
峯
山
を
駆
け
抜
け
る
「
大
峯
奥
駆
」
は
、
修
験
者
（
山
伏
）
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
修
行
。

○
練
行

行
法
を
修
練
す
る
こ
と
、
修
行
。
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○
權
大
僧
都

僧
侶
の
位
の
ひ
と
つ
。

○
法
印
位

朝
廷
か
ら
僧
侶
に
賜
る
高
い
位
。
詳
し
く
は
法
印
大
和
尚
位
。

○
本
地
垂
跡
之
説

仏
・
菩
薩
が
人
び
と
を
救
う
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
神
の
す
が
た
を
借
り
て
現
れ
た

と
い
う
説
。
日
本
で
は
、
神
道
の
神
々
と
仏
と
を
結
び
つ
け
た
。

○
浮
屠
氏

仏
教
。

○
倉
皇

あ
わ
て
る
さ
ま
、
い
そ
ぐ
さ
ま
。

○
丁
丑

明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
。
順
栄
、
五
十
八
歳
。

○
己
卯

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
。
順
栄
、
六
十
歳
。

○
少
講
義

教
導
職
の
ひ
と
つ
。
教
導
職
と
は
、
明
治
初
め
に
行
わ
れ
た
神
道
国
教
化
政
策
の
た
め
に
設

置
さ
れ
た
宗
教
官
吏
。
権
訓
導
か
ら
最
上
位
の
大
教
正
ま
で
、
十
四
の
ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
。
明
治
十
七
（
一

八
八
四
）
年
に
教
導
職
は
廃
止
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
神
道
や
仏
教
界
に
お
い
て
教
師
の
階
級
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。
少
講
義
は
第
十
一
位
。

○
癸
未

明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
。
順
栄
、
六
十
四
歳
。

○
權
中
講
義

教
導
職
の
第
十
位
。

○
丙
戌

明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
。
順
栄
、
六
十
七
歳
。、
轉

○
中
講
師

中
講
義
の
誤
字
で
は
な
い
か
。
中
講
義
は
、
教
導
職
の
第
九
位
。

○
癸
巳

明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
。

○
師
年
七
十
有
四

逆
算
す
る
と
、
星
野
順
栄
の
生
年
は
、
文
政
三
（
一
八
二
○
）
年
。

○
文
學

学
問
、
学
芸
。

○
開
導

導
き
教
え
る
。

○
道
學

道
徳
を
説
く
学
問
。

○
涵
育

潤
し
育
て
る
。
転
じ
て
、
教
化
す
る
、
涵
養
。

○
德
行

道
徳
に
基
づ
い
た
正
し
い
行
い
。

○
小
学

初
等
教
育
。
中
国
の
周
代
の
制
度
で
は
、
八
歳
で
小
学
に
入
り
、
十
五
歳
で
大
学
に
入
っ
た
。

○
真
率

純
粋
で
ひ
た
む
き
な
さ
ま
。

○
古
人
之
風

古
人
は
、
昔
の
人
。
古
人
風
と
は
、
純
粋
質
朴
で
正
直
で
あ
り
、
軽
率
欺
瞞
が
な
い
こ
と
。

人
格
者
に
つ
い
て
の
最
高
の
称
号
と
い
え
る
。

○
斯
文

こ
の
学
問
。
通
常
は
儒
学
を
言
う
が
、
こ
こ
で
は
仏
教
も
含
め
た
学
問
全
体
で
あ
ろ
う
。

○
修
證

修
行
に
よ
っ
て
悟
る
こ
と
。

○
驗
德

山
伏
な
ど
が
備
え
て
い
る
、
修
行
・
祈
祷
の
効
験
を
現
し
う
る
立
派
な
徳
。

●
口
語
訳
（
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
）

星
野
講
師
の
壽
碑
。

天
台
宗
寺
門
派
長
吏
大
僧
正
山
科
祐
玉
が
篆
額
を
書
す
。

【
寺
子
屋
の
起
源
と
定
着
】

少
し
昔
ま
で
は
、
地
域
の
学
び
舎
を
寺
子
屋
と
呼
び
、
通
う
子
ど
も
を
寺
子
と
言
っ
た
。

武
家
が
政
治
を
執
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
文
事
は
す
べ
て
僧
侶
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

学
習
学
問
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
仏
教
寺
院
に
赴
い
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
習
わ
し

が
久
し
く
な
っ
て
、
つ
い
に
「
寺
子
屋
」
と
い
う
名
称
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

【
行
弘
寺
に
寺
子
屋
が
開
か
れ
た
こ
と
】
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武
蔵
の
国
の
足
立
郡
太
田
窪
村
行
弘
寺
の
住
持
で
あ
る
順
榮
師
は
、
天
保
九
年
に
、
寺
で
私
塾
を
開
い

た
。
近
隣
の
児
童
た
ち
が
後
を
追
う
よ
う
に
、
次
々
に
来
学
し
た
。

そ
し
て
学
制
が
発
布
さ
れ
て
近
代
教
育
が
始
ま
る
ま
で
の
間
、
順
栄
師
は
子
ど
も
た
ち
を
丁
寧
に
教
え
、

育
み
続
け
る
こ
と
が
、
三
十
五
年
間
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
勤
勉
勤
労
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

【
星
野
順
栄
師
の
事
跡
】

師
、
号
は
円
斎
、
俗
姓
は
星
野
氏
で
あ
る
。

足
立
郡
中
尾
村
の
明
音
院
順
長
法
印
の
第
二
子
で
あ
る
。

行
弘
寺
明
音
院
と
も
に
、
本
山
派
の
修
驗
宗
に
連
な
る
も
の
で
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
火
宅
僧
」
で
あ
っ

た
。師

は
、
十
二
歳
の
と
き
に
、
出
家
得
度
し
た
。
尋
い
で
天
台
円
教
と
真
言
密
教
の
様
々
な
最
高
の
教
え

を
受
け
た
。

実
は
こ
れ
に
先
立
ち
、
行
弘
寺
の
第
十
八
世
泰
淵
僧
都
が
示
寂
し
て
い
た
が
、
そ
の
あ
と
を
継
ぐ
も
の

が
お
ら
ず
、
数
年
の
間
無
住
で
あ
っ
た
。

天
保
八
年
、
師
が
行
弘
寺
に
入
っ
て
、
そ
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

同
十
年
、
師
は
、
聖
護
院
雄
仁
法
親
王
に
陪
従
し
て
、
奈
良
大
峰
山
に
入
り
、
修
驗
道
の
修
行
を
行
っ

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
権
大
僧
都
に
補
任
せ
ら
れ
、
法
印
の
位
を
授
け
ら
れ
た
。

【
修
験
道
と
神
仏
分
離
の
動
き
】

そ
も
そ
も
修
験
道
で
は
、
本
地
垂
跡
の
説
を
立
て
、
神
道
と
仏
教
と
を
混
同
し
て
、
こ
れ
を
両
部
と
い

っ
た
。

明
治
維
新
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
り
、
朝
野
を
あ
げ
て
仏
教
を
排
撃
し

た
。
修
験
道
な
ど
の
神
仏
習
合
の
徒
は
、
お
お
あ
わ
て
で
多
く
は
仏
教
を
去
っ
て
神
道
に
与
し
た
。

【
仏
道
を
守
り
、
教
導
職
を
務
め
続
け
る
星
野
師
】

そ
の
中
で
、
仏
道
を
守
っ
て
変
節
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
足
立
郡
に
あ
っ
て
は
星
野
師
た
だ
一
人
で
あ

っ
た
。

明
治
十
年
、
天
台
宗
管
長
は
、
特
に
師
に
命
じ
て
、
埼
玉
茨
城
両
県
下
の
門
徒
を
管
轄
管
理
さ
せ
た
。

同
十
二
年
、
師
は
、
更
に
教
導
職
の
少
講
義
に
補
任
さ
れ
た
。

同
十
六
年
、
師
は
、
権
中
講
義
に
昇
進
し
た
。

同
十
九
年
、
師
は
、
中
講
師
に
転
任
し
た
。

そ
し
て
い
ま
こ
の
同
二
十
六
年
の
年
、
師
は
年
齢
が
七
十
四
歳
に
達
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
に
「
教
化
」

を
つ
と
め
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
「
壮
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

師
の
息
子
の
順
泰
君
も
、
ま
た
す
で
に
中
講
師
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
。

【
「
教
え
る
」
こ
と
と
「
育
む
」
こ
と
】

私
は
か
つ
て
こ
う
考
え
て
い
た
、

「
教
育
と
い
う
言
葉
は
、
教
え
る
こ
と
と
育
む
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
、
初
学
の

児
童
に
お
い
て
は
、
「
育
む
」
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
、「
教
え
る
」
こ
と
は
そ
の
次
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
」

と
。と

こ
ろ
が
昨
今
の
小
学
校
の
制
度
に
お
い
て
は
、
「
教
え
る
」
こ
と
に
比
重
を
置
き
す
ぎ
る
と
い
う
弊

害
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
文
学
（
学
問
）
は
知
識
に
つ
い
て
導
き
教
え
る
も
の
で
、
道
学
（
道
徳
を
説
く
学
問
）
は
人

徳
と
行
動
を
涵
養
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
ど
ち
ら
も
均
し
く
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
偏
っ
て
は
な
ら



- 11 -

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

【
初
等
教
育
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
】

あ
あ
、
武
家
が
政
治
を
司
る
よ
う
に
な
っ
て
数
百
年
が
た
っ
た
が
、
初
等
教
育
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

か
の
寺
子
屋
に
頼
っ
て
い
た
わ
け
で
、
「
教
育
」
の
実
質
は
、
も
っ
ぱ
ら
仏
道
の
力
に
帰
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

【
星
野
師
寿
蔵
碑
建
立
の
企
て
】

こ
の
ご
ろ
、
弟
子
た
ち
が
相
談
し
、
星
野
師
の
た
め
に
寿
蔵
碑
を
建
て
、
師
の
恩
に
報
い
よ
う
と
考
え

た
。
そ
し
て
師
の
息
子
が
私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
文
章
を
求
め
た
。

【
私
と
星
野
師
】

私
自
身
も
星
野
師
と
は
よ
く
知
っ
た
仲
で
あ
る
。

星
野
師
は
、
善
く
酒
を
飲
み
、
ま
た
善
く
談
論
す
る
。
純
粋
で
ひ
た
む
き
で
、
正
直
質
朴
な
古
人
の
風

格
が
あ
る
。

彼
が
長
い
間
学
問
に
従
事
し
て
き
て
、
し
か
も
つ
い
に
そ
の
節
操
を
代
え
ず
に
正
し
い
道
を
全
う
し
て

き
た
と
い
う
の
も
、
そ
の
性
に
も
と
づ
く
と
い
う
も
っ
と
も
な
わ
け
が
あ
る
の
だ
。

【
銘
文
】

銘
文
に
言
う

教
化
を
怠
た
ら
ず
、
修
行
も
怠
た
ら
ず
。

そ
う
し
た
両
立
を
維
持
で
き
た
の
は
何
故
か
、
修
行
を
積
む
こ
と
で
身
に
つ
け
た
徳
に
よ
る
の
だ
。

【
記
録
】

明
治
二
十
六
年
三
月

如
電
居
士
大
槻
修
が
撰
文
し
た
。

青
䜌
居
士
大
内
退
が
書
し
た
。

田
鶴
年
が
文
字
を
刻
し
た
。

三
．
資
料

（
一
）「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
巻
一
四
三

足
立
郡
之
九

木
崎
領

◎
太
田
窪
村
：
寺
院

○
行
弘
寺

「
龍
燈
山
と
號
す
、
本
山
修
験
、
中
尾
村
玉
林
寺
院
の
配
下
な
り
」

（
二
）「
武
蔵
国
郡
村
誌
」
巻
之
九

◎
太
田
窪
村
：
仏
寺

○
行
弘
寺

「
竪
二
十
五
間
横
十
五
間
面
積
三
百
八
十
二
坪
村
の
東
南
に
あ
り
元
本
山
修
験
中
尾
村
玉
林
寺
の
配
下
な

り
し
か
明
治
四
年
八
月
天
台
宗
近
江
国
滋
賀
郡
園
城
寺
の
末
派
と
な
る
」

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

・
埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
埼
玉
県
教
育
史
金
石
文
集

上
』（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八
）

・
浦
和
市
郷
土
文
化
会
編
『
浦
和
の
石
ぶ
み
』（
浦
和
市
郷
土
文
化
会
、
一
九
八
七
）
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②
論
文
等

・
小
島
熙
「
郷
土
資
料
報
告
（
三
）
」『
う
ら
わ
文
化
』
第
十
二
号
、
一
九
六
六

・
小
島
熙
『
浦
和
の
今
昔
物
語
』
「
八
庶
民
教
育
（
四
）
寺
子
屋
の
指
導
者
（
ロ
）
星
野
順
栄
の
筆
塚
」

（
草
土
社
、
一
九
六
七
）
、
の
ち
「
浦
和
の
今
昔
物
語
（
二
二
）
」
『
う
ら
わ
文
化
』
第
二
十
二
号
、
一
九

六
八
。

以
上

二
○
二
四
年
一
月

薄
井
俊
二
訳
す


